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■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130）

今年 ６ 月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 
１人１日当たり
のごみ排出量

今年
昨年
差

5,250t

1,005g
1,024g
-19g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

205t 減 !!
（昨年同月比）

たか丸くんの　ごみ減量速報

今年 ６ 月のごみ排出量

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化物などは除く。）

 

　段ボールを使ってごみ出しをし
ていないかな？段ボールは貴重な
資源だから、「燃やせるごみ」「燃や
せないごみ」は無色透明か緑色の半
透明の袋を利用して出そう！カラ
スのいたずらを防ぐ目的で使って
いる場合は、ネットなど繰り返し使
えるものを利用しようね！

（平成 30年 4月～６
月の累計から換算）

大日数190日分まで）
▽申請場所　助成の対象となる３人目以降の児童生
徒が在籍する小・中学校
▽申請に必要なもの　①平成30年度弘前市多子家族
学校給食費助成金交付申請書／②弘前市子ども医療
費受給資格証の写しまたはひとり親家庭等医療費受
給資格証の写し
▽申請締め切り　９月28日
（金）
■問い合わせ先　学務健
康課保健給食係（☎ 82・
1835）

　多子家族の経済的負担を軽減するため、小・中学生が
３人以上いる世帯へ、３人目以降の学校給食費を半額助
成します。
▽補助対象　次の条件をすべて満たしている家族
①市内に住所を有している／②保護者等が養育する
小・中学生が３人以上いる／③弘前市子ども医療費受
給資格証またはひとり親家庭等医療費受給資格証を有
している／④学校給食費に滞納がない／⑤他の制度に
より学校給食費の助成等を受けていない
▽補助金額　小学生…給食実施日数に１食当たり
120円を乗じた額（最大日数 185日分まで）／中学
生…給食実施日数に１食当たり140円を乗じた額（最

多子家族学校給食費助成金申請を受け付け
しています

　平成 29年度弘前地区小・中学校美術
展で受賞した作品を広報ひろさきで５回
に分けて紹介します。子どもたちの夢、
楽しい思い出、豊かな心をご覧ください。
■問い合わせ先　学校指導課（☎ 82・
1644）

Vol. ４弘前っ子の作品

楽しいすべり台、スキー場、動物に

触れるコーナーを作りました

企業支援員（非常勤職員）を募集企業の採用活動を
支援する業務です

　無料職業紹介所として、人材不足に悩む企業の採用
活動を支援する業務に従事する非常勤職員を募集しま
す。

▽募集人員　１人
▽雇用期間　10月１日～平成 31年３月 31日（更
新あり）
▽勤務場所　ヒロロ（駅前町）３階就労自立支援室
▽勤務時間　午前９時15分～午後５時（週35時間）
▽休日　土・日曜日、祝日、年末年始
▽選考方法　書類選考、個人面接
▽申し込み方法　９月11日までに、募集要項を確認
の上、市販の履歴書に必要事項を記入し、郵送か持参
で申し込みを。
※募集要項は就労自立支援室で配布しているほか、市
ホームページにも掲載しています。
■問い合わせ・提出先　就労自立支援室（〒 036・
8003、駅前町９の20、ヒロロ３階、☎36・3776）

タイトル ゆめの遊園地

高齢者ふれあい居場所づくり事業費補助金

　高齢者同士や高齢者と各世代との交流を図り、地域
の支え合い活動の拠点となる場「居場所」の設置費用
の一部を助成します。
▽対象者　
高齢者の介護予防を図ることを目的として「居場所」
の設置を希望する個人または団体
▽補助要件　次の要件全てに該当するもの
①高齢者が自由に集える場であること
②参加者が65歳以上の高齢者５人以上であること
③月に２回以上、１回当たり３時間以上運営すること
④特定のサークル活動等を行うための場でないこと
⑤実費負担を除き無料で利用できること

▽対象経費　バリアフリー化工事などの改修費／賃借
料、光熱水費などの運営費
▽補助金額　改修費＝１件につき最大18万円／運営
費＝運営日数により年額１～７万円（10月以降に運
営開始の場合は半額）
▽申し込み方法　改修費は改修を開始する日の14日
前までに、運営費は運営を開始する日の７日前までに、
補助金交付申請書等を介護福祉課（市役所１階）へ提
出してください。
※申請書は介護福祉課に備え付けているほか、市ホー
ムページからダウンロードできます。
■問い合わせ・申請先　介護福祉課（☎40・7072）

ふれあいの場を
つくりませんか

佐
さ と う

藤  優
ゆ い

衣さん  （時敏小）

「空き家管理代行サービス」をご活用ください空き家の維持管理
にお困りの人へ

　空き家管理代行サービスは、空き家を自主的に維持
管理するのが困難な人や、遠方に居住している所有者
を支援するため、所有者が費用を負担し、民間事業者
が空き家の管理（建物の外観・屋根・窓等の破損確認、
通気、除草、郵便物の転送など）を代行するサービス
です。空き家の維持管理にお困りの人はぜひご活用く
ださい。
　詳しくは各事業者へ直接問い合わせの上、お申し込
みください。
■問い合わせ先　建築指導課（☎ 40・0522）

▽実施事業者一覧
事業者 住　所 電話番号

アート不動産 本町34の１ ☎ 31・8131

サンコー 駅前町６の15 SKビル１階 ☎33・2452

成都地所 土手町211の 10 ☎ 38・0980

創和不動産 外崎５丁目２の２ ☎88・7716

ツツイ不動産 南大町２丁目７の90 ☎ 35・9091


